
大手前大学CELL教 育論集 第7号,2016

「キ ャ リア教育」時代の 「就職支援」の再定義

一就職支援部門の性格 と大学設置基準第42条 の2の 意義一

TheRedefinitionofEmploymentSupportintheUniversityThe

MeaningoftheJob-PlacementOfficeandArticle42-2,the

StandardsforEstablishmentofUniversities

吉川 正 剛*1

大手前大学さくら夙川キャンパスキャリアサポー ト室1

2011年 の大学設置基準の改正により、大学でのキャリア教育やキャリア形成支援が原則義務

付けられた。今後の就職支援部門の業務は、大学設置基準の趣旨を踏まえて学生のキャリア形

成支援に資するよう再構成することが求められているが、そのあるべき姿は明確ではない。本

稿では、文部科学省が想定している 「キャリア教育」の意義から大学設置基準の条項を検討す

るとともに、職業紹介機関たる就職支援部門と厚生補導機関たる就職支援部門の位置づけを振

り返ることにより、就職支援部門が行 う 「就職支援」の再定義を試みた。 この中で、職業指導

の 「目標の二重構造」を提示 し、今後の就職支援が 「卒業後の進路決定」 という学生の目標 と

「人生設計支援」とい う大学の 目標の、2つ の目標の二重構造の中で行われるべきことを示 し

た。
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1.は じめに

2011年の大学設置基準改正により、大学には 「学生

が卒業後自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自

立を図るために必要な能力を、教育課程の実施及び厚

生補導を通じて培 うことができるよう、大学内の組織

間の有機的な連携を図り、適切な体制を整える」(第42

条の2)こ とになった。これは、大学でキャリア教育や

キャリア形成支援を実施することが原則義務付けされ

たことを意味している。

キャリア教育・キャリア形成支援をする部門として、

就職支援部門を充てる大学は多い。たとえばある大学

は、学内共同教育研究施設の一として 「キャリア支援

センター」を設置 し、学生の 「キャリア形成支援及び

就職支援を推進する」役割を与えている(香 川大学

2007)。また別の大学では、全学機構の一つである学生

支援機構に 「キャリア形成支援及び就職支援に関する

ものを一体的かつ効果的に実施するため」に 「キャリ

アセンター」を設置している(兵 庫県立大学2013)。

このように就職支援部門は、「社会的及び職業的自立を

図るために必要な能力を」「培 う」組織と位置付けられ、

その役割の拡大が図られている。

さて多くの大学で、就職支援部門は職業安定法第33

条の2で 規定される 「無料職業紹介機関」と位置付け

られ、職業安定関係法令の規定に基づき運営されてい

る。すなわち就職支援部門は大学の厚生補導を担う役

割と職業紹介機関としての役割が混在している。今後

の就職支援部門の業務は、「厚生補導機関と職業紹介

機関の両面性」 とい う性質を踏まえつっ、学生のキ

ャリア形成支援に資するよう再構成することが求め

られている。

キャリア教育 ・キャリア形成支援に分野ではさま

ざまな研究の蓄積がある。 しかしキャリアに関する

これ らの概念は、専門家の間で一致 した見解がある

わけではなく、また各大学によってとらえ方もまち
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まちである(上 西2007)。 また、キャリア教育の範

囲と対象が 「無限定な内容」となることに対する批

判もある(佐 々木2009)。 こうしたことから、大学

設置基準 「第42条 の2」 の趣旨を活かした 「キャリ

ア教育 ・キャリア形成支援を行 うための厚生補導の

組織」として就職支援部門がどうあるべきかは、未

だ明確ではないと考えられる。

そこで本稿では、大学設置基準第42条 の2の 意

義を考察し、これまでの就職支援部門の位置づけを

振 り返 りつつ、就職支援部門が行 う 「就職支援」の

再定義を試みたい。

2.大 学設置基準第42条 の2の 意義

2.1.大学設置基準第42条 の2

大学設置基準第42条の2では、「学生が卒業後自らの

資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために

必要な能力を、教育課程の実施及び厚生補導を通じて

培うことができるよう、大学内の組織間の有機的な連

携を図り、適切な体制を整える」としている。この規

定は、大学でキャリア教育やキャリア形成支援を実施

することが原則義務付けられたと捉えられている。

務を遂行する、いわゆる教職協働による実施が想定さ

れているとも考えられ、学生の教育に直接携わるファ

クターに、教育研究に携わる教育職員以外の職員が含

まれることを明示 した初めての規定であるといえる。

【大学設置基準】

(社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を培

うための体制)

第42条 の2大 学は、当該大学及び学部等の教育上の

目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会

的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程

の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう、大

学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整え

るもの とす る。

ここでは、学生が卒業後 自らの資質を向上させ、社

会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、「教育

課程の実施」 と 「厚生補導」の(一 方ではなく)双 方

を通 じて培 うことが明記 されるとともに、複数の部門

が有機的に連携す ることによってそれ らを実施する体

制を整えることが要請 されている。 これについて西出

(2011)は 、大学設置基準に 「教育上の一っの目的に

関 して」「正課 と正課外が同一条文に対置の形に書かれ

た」のは 「初めて」であるとし、そのことにより大学

の 「ア ドミニス トレーション設計上も変容の転機にあ

る」 と指摘する。教育職員 と教育外職員が協力 して業

2.2.文 部科学省が想定する「キャリア教育」

文部科学省は、「キャリア教育」を 「一人一人の社会

的 ・職業的自立に向け、必要な基盤 となる能力や態度

を育てることを通 して、キャ リア発達を促す教育」 と

している。

日本において 「キャリア教育」が公的に登場 し、そ

の必要性が提唱されたのは、1999年 に中央教育審議会

(中教審)が ま とめた 「初等 中等教育と高等教育 との

接続の改善について」 とい う答 申であった。

この時、文部科学省は、「キャリア教育」を 「望まし

い職業観 ・勤労観及び職業に関する知識や技能を身に

付 けさせ るとともに、 自己の個性を理解 し、主体的に

進路を選択する能力 ・態度を育てる教育」 としていた

(文部科学省、1999)。 しかしこの定義では 「進路を選

択す ることに より重点が置かれていると解釈 され」、

「勤労観 ・職業観の育成のみに焦点が絞 られてしまい、」

「社会的 ・職業的 自立のために必要な能力の育成が軽

視 されてしまっていることが課題」 とされた(文 部科

学省2011)。

2004年 にまとめ られた 「キャリア教育の推進に関す

る総合的調査研究協力者会議報告書」では、「キャ リア」

の 「解釈 ・意味付けは,取 り上げられ るテーマ、それ

ぞれの主張や立場、用い られ る場面等 によって極めて

多様」 とし、 「時代の変遷 とともに変化 してきている」

と指摘 している。その うえで、キャ リアを 「個々人が

生涯 にわたって遂行する様々な立場 や役割の連鎖及び

その過程における自己と働 くこととの関係づけや価値

づ けの累積」とし、「キャ リア教育」を 「児童生徒一人

一人のキャ リア発達 を支援 し
、それぞれにふ さわ しい

キャリアを形成 してい くために必要な意欲 ・態度や能

力 を育てる教育」「端的には、児童生徒一人一人の勤労

観、職業観を育てる教育」 と再定義 している(文 部科

学省2004)。

さらに2011年 にまとめられた中教審答申 「今後の学

校におけるキャリア ・教育 ・職業教育の在 り方 につい

て」では、「人が、生涯の中で様々な役割を果たす過程

で、 自らの役割の価値や 自分 と役割の関係を見いだ し

ていく連なりや積み重ね」を 「『キャリア』の意味する

ところ」 とし、その発達を促すための教育を 「キャリ
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ア教育」と再定義 した。 こうした再定義を通 して、文

部科学省が考える 「キャ リア教育」は、単に進路選択

(職業選択)の ための教育ではなく、職業も含めた 「自

分 らしい生き方」を自ら設計 し、社会の中で自立 して

生きていく能力や態度を養 う教育であると改められた

と考えてよい。

これ ら文部科学省によって再定義 された 「キャリア」

の概念は、キャ リアを 「生涯過程を通 して、ある人に

よって演 じられる諸役割の組合せと連続」 としたスー

パー(Super1980)の 定義 とおおむね対応 している(菊

池2012)。 すなわち、文部科学省が想定する 「キャ リ

ア教育」とい う場合の 「キャリア」とは 「ライフ ・キ

ャリア」(菊 池2012)の 発達を促す教育を指向してい

ると考 えられる。大学設置基準第42条 の2が 想定す る

「キャリア教育」も、「ライフ ・キャリア」を念頭にお

いた内容を念頭 において考えるべきであろ う。

2.3.「キャリア」の定義をめぐる様々な立場

「ライ フ ・キャ リア」 としてキャ リアを捉 える考え

方は渡辺(2004)に も見 られ る。渡辺は、「キャ リア」を

「個人が仕事や職業 との交互作用を通 して編み出す、

個人の経験の世界、つま り働 くことを通 して築かれて

い く生き様」を意味する言葉であるとし、児童生徒に

とっての 「キャ リア」 とは、職業 との関連ではなく、

む しろ 「学ぶことを通 して築かれ る個人的な経験の世

界」を意味 し、その経験がその後の職業 との関係で築

かれるキャリアの土台 となる(渡辺2004a)。 このこと

を踏まえて渡辺は、 「キャリア教育」を 「『すべての生

徒』が、将来、社会的 ・職業的 自立をとお して、 「社会

人 として生きていく力」を獲得す るための土台 として

の全教育活動」と定義する(渡 辺2004b)。

これに対 して、組織心理学 ・経営心理学の分野では、

より職業や職務の関係を明確に し、「職業キャリア」を

より明確にした定義づけが行われている(菊池2012)。

た とえば、ホールは、キャ リアを 「ある人の生涯にわ

たる期間における、仕事関連の諸経験や諸活動 と結び

ついた態度や行動における個人的に知覚 された連続で

ある」 と定義 している(Hall1976:訳 は菊池2012に

よる)。 また、 「生活ないし人生全体を基盤に して繰 り

広げられ る長期的な職務 ・職種 ・職能での諸経験の連

続 と節 目での選択が生み出 していく階層的な意味づけ

と将来構想 ・展望のパターン」 とする定義 もある。

さまざまな定義はあるものの、「ライフ ・キャ リア」

と 「職業キャリア」は、本来矛盾す るものではなく、
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統合 されるべきものである(菊 池2012)。

高等教育におけるキャリア教育の取組
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図1高 等教育におけるキャリア教育の取 り組み

(文部科学省2011)

2.4.大学全体で取り組むべきキャリア教育

文部科学省が想定する 「キャリア教育」は 「ライフ ・

キャリア」の発達を促す教育を指向していることは先

述した。その意味では、大学で行われる正課の教育及

び正課外の教育は、すべてキャリア教育になり得る。

図1が示すように入学段階から卒業段階に至るまで、正

課教育及び正課外教育を通じて行われるものである。

その中には、学生生活全般について学ぶ 「アカデミッ

クライフデザイン」「アカデミックキャリアデザイン」

のような取り組みも含まれる(文 部科学省2011)。 「厳

かに定義されたキャリア教育は、実は大学教育そのも

の」(舘2013)で ある。

そこで大学全体で取り組むキャリア教育の体系の中

で、就職支援部門はどういう位置づけになるのかを考

える必要がある。これについては、就職支援部門が持

つ性格について、その歴史的経緯や法令上の位置づけ

から検討することが一つの方法である。この点を次章

で検討 したい。

3.就職支援部門の性格

3.1.職業紹介機関としての就職支援部門

3.1.1就 職支援部門の始まり

大学における就職支援の歴史は、20世紀初頭にまで

さかのぼることができる。1911年 には、慶慮大学の嘱

託となった山名次郎が、求人開拓、求人の受付、企業

からの求人に応じた学生の推薦などを行ったとされて

いる。大正時代には、大学が担当の事務部署を設けて

専門的に就職斡旋を行 うことが広く普及した。就職支
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援部門は、その設立の当初から就職斡旋、すなわち職

業紹介を重要な任務としていた(大 島2011)。

したがって、就職支援部門の性格を考察するには、職

業紹介機関としてのそれから出発することが適当であ

る。そこで、現在職業紹介事業の枠組みを規定してい

る法律の規定から、大学就職支援部門の持つ性格を考

えてみることにしたい。

3.1.2職 業安定法第33条 の2

学校(学 校教育法に定める学校、すなわち一条校のこ

とを指し、大学も含まれる。)で学生や生徒の職業紹介

を行う場合、次の3つの方法によっている。

(1)公共職業安定所が学校の協力のもとに職業紹介を行

う方式(職 業安定法第26条)

(2)学校が公共職業安定所の行 う職業紹介の一部を分担

する方式(同 第27条)

(3)学校長が届け出により無料の職業紹介を行 う方式

(同第33条の2)

【職業安定法】

(学校等の行 う無料職業紹介事業)

第三十三条の二 次の各号に掲げる施設の長は、厚生

労働大臣に届け出て、当該各号に定める者(こ れらの者

に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)

について、無料の職業紹介事業を行 うことができる。

学校(小 学校及び幼稚園を除く。)当 該学校の学

生生徒等

(以下略)

本来就職の斡旋は公共職業安定所が行 うべき業務で

ある。しかし、大学においては

(1)卒 業生の数が多いこと

(2)学 校が職務を適正に行 うことができること

(3)卒 業生が専門的知識を持っていること

などから、多くの大学では就職支援部門を上記(3)の方

式、すなわち職業安定法第33条の2に基づく 「無料職業

紹介事業」を行 う部門としている(久 保田2009)。

第33条の2では、学校(学 校教育法第1条 に定める学

模)の 長が、厚生労働大臣に届け出て無料の職業紹介

事業を行 うことができると定められている。

3.1.3「 求職 剤 への 「無料の職業紹介事業」とは

前項で述べたように、大学が行っているのは 「無料

の職業紹介事業」である。

「職業紹介」は求人及び求職の申込みを受け、求人

者と求職者との問における雇用関係の成立をあっせん

することをいう。(職業安定法第4条)

ここで、職業紹介が 「求職者」に対 して行われると

規定されていることに注意を要する。求職者とは 「『対

価を得るために自己の労働力を提供して職業につくた

めに他人に雇用されようと』する者」を言うとされて

いる(厚 生労働省2014)。 すなわち求職者の要件には

「他人に雇用されようとする」こと、つまり求職活動

をすることが含まれている。ここから、大学における

職業紹介は、「卒業年度中に就職活動を行い、大学等卒

業後速やかに就職することを希望する者」(文部科学省

2013)に 対して行われるべきことになる。

また 「無料の職業紹介」は職業紹介に関し、いかな

る名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職

業紹介をい うとされている。(第4条第2項)

さらに 「あっせん」とは 「求人者と求職者との問を

とりもって雇用関係の成立が円滑に行われるように第

三者 として世話すること」をいうとされている(厚 生

労働省2014)。 学生の代弁者ではなく、学生と企業の

問を 「第三者として」取り持っことになっている。

3.1.4職業紹介の一般原則

職業紹介事業は、労働者の職業選択の自由と雇用主

の雇入れの自由を前提として、求職者と求人者の雇用

関係の成立をあっせんするものであるから、「職業紹介

の一般原則」が定められている。

(1)自由の原則 求職者は紹介された職業に就くこと

を強制されず、求人者も紹介された求職者を雇入れる

ことを強制されない。職業紹介機関は、職業選択の自

由が積極的に生かされるように努めなければならない。

(職業安定法第2条 ・雇用対策法第13条)

(2)適 格紹介の原則 求職者に対しては、その能力に適

合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条

件に適合する求職者を紹介するように努めなければな

らない(職 業安定法第5条の7)。

(3)公益の原則 職業紹介は、求職者に対し、迅速に、

その能力に適合する職業に就くことをあっせんするた

め、及び求人者に対 し、その必要とする労働力を充足

するために行われる。(同第5条第3項)こ のため、求職

者または求人者の一方の利益に偏することなく行わな

ければならない。

(4)均等待遇の原則 何人も、人種、国籍、信条、性別、
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社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員で

あること等を理由として、職業紹介、職業指導等につ

いて、差別的取扱を受けることがない。(同第3条)

(5)中立の原則 公共職業安定所の職業紹介においては、

労使に対して中立の立場を維持 しなければならない。

(同第20条)

(6)労働条件明示の原則 職業紹介にあたっては、その

者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他

の労働条件を明示 しなければならない。また、求人者

は求人の申込みに当たり求職者が従事すべき業務の内

容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなけ

ればならない。(同第5条の3)

(7)求人受理 ・求職受理の原則 求人の申し込み及び求

職の申し込みは、原則としてすべて受理しなければな

らない。(同第5条の5及び第5条の6。ただし、青少年雇

用促進法に基づく例外がある。)

3.1.5職 業紹介事業としての職業指導

職業紹介事業として行 う業務には、職業紹介の他に

職業指導が含まれる。職業指導とは、職業に就こうと

する者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供

その他の方法により、その者の能力に適合する職業の

選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増

大させるために行 う指導をい う(職 業安定法第4条第4

項)。

職業紹介が 「求職者」に対して行われるのに対して、

職業指導は 「職業に就こうとする者」に対して行われ

ると規定されている。公共職業安定所は、新規学校卒

業者、すなわち 「新たに職業に就こうとする者」に対

しては、職業指導を行わなければならないと定められ

ている(職 業安定法第22条)。

3.1.6職 業安定機関が行う「職業指導」

公共職業安定所や職業紹介事業者が行 う職業指導が

どのようなものであるかは、その実態を明らかにする

ことは難しい。しかし、職業安定法の他、職業能力開

発促進法などの 「通則法的な性格を有している」(労働

新聞社編2008)雇 用対策法が参考になる。それによる

と、職業指導は以下のような原則や理念のもとに行 う

べきものであるとされる。

(1)労 働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理

についての自主性を尊重する(雇用対策法第1条第

2項)

(2)職 業能力の開発及び向上を図り、職業を通して自
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立しようとする労働者の意欲を高めるよう努める

(同)

(3)労 働者の職業生活の設計が適切に行われること、

その設計に即した能力を開発及び向上させること、

転職に当たっての円滑な再就職の促進その他の措

置が効果的に実施されることにより、職業生活の

全期間を通して、その職業の安定が図られるよう

に配慮される(同 法第3条)

(4)雇 用情報、職業に関する調査研究の成果等と、そ

れに基づく求職の内容、必要な技能等について指

導 し、求職者がその適性、能力、経験、技能の程

度にふさわしい職業を選択することを促進 し、職

業選択の自由が積極的に生かされるように努める。

(同法第13条)

大学の就職 支援部門においても、これらの原則や理

念が活かされるような就職指導が求められているとい

える。

3.1.7職 業紹介機関として見た場合の大学就職支援

部門の性格

大学の就職支援部門を職業紹介機関として見た場合、

これまで述べてきたことから、次のような性格を有す

るものと考えられる。

(1)大 学に届いた求人を学生に紹介する場合、その学

生は 「卒業年度中に就職活動を行い、大学等卒業

後速やかに就職することを希望する者」(求職者)

でなければならない。求職者でない学生に求人を

紹介することは、学生の職業選択の自由を侵害す

る恐れがあることを認識しなければならない。

(2)職 業紹介は求職者または求人者の一方の利益に偏

することなく行わなければならない。

(3)職 業指導は、学生の職業選択の自由を尊重し、職

業を通して自立しようとする意欲を高めるように

するとともに、職業生活の設計すなわちキャリア

プランの設計とそれに基づく能力開発を効果的に

実施するよう配慮する。

(4)職 業指導は、学生の職業選択の自由が積極的に生

かされるためにも雇用情報や求職の内容 ・必要な

技能等を指導するよう努める。

この後述べる 「厚生補導としての職業指導」との共

通点も多いが、厚生補導がすべての学生を対象として

いるのに対 し、職業紹介機関という立場を厳密に貫く

ならば、就職支援部門が対象とする学生は求職者また

は就職希望者たるに限定されるともいえる。大学の機
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構 ・組織をどのように構成するかは各大学の自主性に

委ねられているが、いずれの場合も就職支援部門が学

生の職業選択の自由が積極的に生かされるような組織

になることが求められている。

3.2.厚 生補導機関としての就職支援部門

3.2.1厚 生補導とは

「厚生補導」 とは 「人間形成を目的 として行われ る

課程外の教育活動及び大学等の教育に対す る適応を図

り就学効果を高めるために、学生等の学園生活上の諸

問題について援助 ・助言 ・指導を行 うこと」であり、
一舟紫白勺に1ま

(1)オ リエンテーション

(2)修 学指導

(3)課 外教育

(4)適 応相談

(5)記 録 ・調査 ・テス ト

(6)奨 学援護

(7)厚 生福祉

(8)保 健指導

(9)職 業指導

があるとされている。(宮 地編著1978)

厚生補導は、アメリカのStudentPersonnelService

(SPS)に 範 をとったものとされている。SPSは 、「学

生生活全般 を通 じて行 う全人格的な学生ひ とり一人に

応 じた個別の教育」を 目指す とされている(大森2014)。

これを受けて1958年 に学徒厚生審議 会が出した 「大

学における学生の厚生補導 に関す る組織及び運営の改

善について」では、厚生補導を 「学生生活の環境的条

件 を調整するとともに、学習体験の具体的な場面に即

して、各学生の主体的条件 に働 きかける教育指導を行

うことにとって、その人格形成を総合的に援助する…

(中略)… 目的をもって組織的 ・計画的に行われる大

学の活動」と定義 している(文 部省1958.本 文は社団

法人 日本私立大学連盟1989に よる)。 この答申では、

職業指導 を 「学生がその個性 と能力に応 じた職業にっ

くことができるようにす ること」 と整理 し、これを厚

生補導の領域の一つに位置づけている。

1990年 代 半ばに入 る と、 「StudentDevelopment

(SD)」 とい う概念がSPSに 代わる概念 として捉えら

れるようになってきた。SPSとSDは 本質的に大きく異

なるものではなく、SPSの 概念のひ とつの展開がSDの

概念であ り、SPSが 、問題を抱えているごく一部の学

生を対象 に、正課外でのみ消極的(対 処的)に 関わっ

ていく概念であったのに対 し、SDは 、学生の発達を支

援すべ くすべての学生を対象に、正課外に限定するこ

とな く正課においてもより積極的にかかわっていこ う

とす る概念である(葛 城2011)。

SPSやSDと 類似の概念としてガイダンス(guidance)

がある。ガイダンスは、一般的に学生が 「環境や社会

の変化によりよく適応 し、その個性や能力を最大限で

きるよ うに導 く教育活動であ り、社会的 自己実現への

主体的な取組みを促す指導 ・援助である」(森嶋2010)

とされている。大学において 「在学生ガイダンス」 「就

職ガイダンス」などと称 して説明会等が開催 されると

きの 「ガイダンス」とはこの意味である。本稿ではSPS

やSDと ガイダンスの概念を区別することはせず、先の

文部省が定義 した 「厚生補導」 と同義のものとして論

じる。

3.2.2厚 生補導としての職業指導

就職支援部門は大学の厚生補導部門の一つである。

したがってその位置づけが、職業安定法上の職業安定

機関にとどまらず、その大学の教育上の目的に従って

行われる必要があることは論を侯たない。

たとえば教育基本法では、教育の目的を 「人格の完

成」を目指すこととしている。

【教育基本法】

(教育の 目的)

第1条 教育は、人格の完成を目指 し、平和で民主的

な国家及び社会の形成者 として必要な資質を備えた心

身ともに健康な国民の育成を期して行われなければな

らな い 。

1947年 に制定 された最初の教育基本法 を解説 した

『教育基本法の解説』(教育法令研究会、国立書院、1947

年)で は、「人格」を 「自己意識の統一 性又は 自己決定

性 をもつて統一 された人格の諸特性、諸能力」として

いる(中 村2000)。

「自己意識の統一性」とは、「自分がどんな存在であ

るか」 「自分で自分をどのように評価す るか」 「自分は

他者 とどうかかわるのか」について、一貫 した認識を

持 ち、それ を自分の意思で自律的に操作することであ

る。キャリアとの関連でいえば、「自分にはどのような

能力や可能性をもっているか」「自分はどのように社会

とかかわってい くのか」を認識 し、自らのこれか らの

人生を自らの意思で決定す ることが、ここでい う 「自
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己意識の統一性」である。

以上のことから、「自分の人生を自分の意思と力で切

り開く、そのための特1生や能力を向上させていくこと」

が教育の目的であり、厚生補導としての職業指導はこ

の観点から行われることになる。

渡部(2006)は、若いうちから 「人生設計」を考えて

いる人は、必ずしも多くないとし、一般的に 「生徒 ・

学生には動機 ・知識 ・技術が不足している者が多い」

という事実に注目する必要があると述べ、「就職指導」

を 「生徒・学生が自らの人生を設計する手助けをする」

ことだと述べる。

就職指導は、就職活動という具体的場面に即して、

学生の個性や能力を最大限に引き出し、社会的自己実

現への主体的な取組みを促す指導 ・援助である。文部

科学省は、自己実現の基礎には、日常の学校生活の場

面における様々な自己選択や自己決定があり、そうし

た自己選択や自己決定の場や機会を与え、その過程に

おいて、教職員が適切に指導や援助を行うことが生徒

指導であると位置づけている(文 部科学省2010)。 就

職支援部門が、職業紹介機関として学生に職業を選択

させ、あるいは職業指導によってその者の能力に適合

する職業の選択を容易にさせ、その職業に対する適応

性を増大させることは、まさに厚生補導としての職業

指導の位置づけに一致する。

図2就 職支援の二重構造(世 羅2006)を もと

に作成
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3.2.3職 業指導の「目標 の二重構造」

就職支援部門が行 う具体的な職業指導には、

(1)自己分析の支援

(2)自己PRの 作成支援

(3)業界研究 ・企業研究の支援

(4)履歴書 ・エン トリーシー ト等、書類の添削

(5)面接 ・グループディスカ ッションの練習

(6)筆記試験対策

(7)就職指導の説明会、いわゆる 「ガイダンス」

などがある。

これ らを通 じて学生 は、自分が受験 していく企業を

見きわめるとともに、選考に合格 し、内定を獲得 して

いくことで、卒業後の進路決定を目指す。

一方就職支援部門は
、学生を内定に導 くことはもち

ろん、それ以上に、これからの人生を設計する力や社会

人 として生活 していける力を学生が身 に付けるように

支援することを目標 とする。

っま り職業指導は、学生の 目標 と就職支援部門の 目

標が絡み合 う 「二重構造」(図2)に なっている。

今後の就職支援部門は、この双方の 目標が達成でき

るような支援プ ログラムを企画 ・展開 していくことが

求められるであろ う。

4.ま とめ

本稿の目的は、大学設置基準第42条の2の意義を考察

し、これまでの就職 支援部門の位置づけ振り返 りつつ、

就職支援部門が行 う 「就職支援」の再定義を試みると

いうことであった。

大学設置基準第42条の2は、「社会的及び職業的自立

を図るために必要な能力を、教育課程の実施及び厚生

補導を通じて培う」ことを求めている。キャリア教育

は、教育職員と教育外職員が協力して業務を遂行する

とともに、大学全体で取り組むべきである。また教育

外職員も、今後厚生補導を通 して学生のキャリア教育

に直接かかわる場面が増えてくるであろう。
一方で

、職業選択の自由という観点からは、「求職者」

のみに職業紹介を行 うという職業安定法の規定にも留

意が必要である。この点では、キャリア教育やキャリ

ア支援を推進する部門と、職業紹介(斡 旋)を 行う部

門は、組織上明確に区分したほうがよいのかもしれな

い。

今回は、大学設置基準第42条の2と蜥 哉支援部門の性

格を概観するにとどまり、現在の大学の実態、大学設

置基準改定後の就職支援部門の業務の変化など、取り
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上げることのできなかった論点が多数残 されている。

次回以降、これ らのことを検討の課題 としたい。
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SUM]MARY

RevisionoftheStandardsforEstablishmentof

Universitiesin2011requiredcareereducationand

careerdevelopmentsupportatuniversity.The

job-placementofficeshouldbereconfiguredto

contributetocareerdevelopmentsupportbasedon

theStandardsforEstablishmentofUniversities.In

thispaper,Iconsider"careereducation"fromthe

StandardsforEstablishmentofUniversities

assumedbytheMinistryofScienceandTechnology

(MEXT).Inaddition,Ireflectonthepositionofthe

job-placementofficeandattempttoredefine

"job-placement"
.Futureemploymentsupportshould

be"Dualstructureasagoaldecisionmakingafter

graduationforstudentsandlifedesignassistance

丘)rtheur江versitゾ'.

64



大手前大学CELL教 育論集 第7号,2016

KEYWORDSEMPLOYMENTSUPPORT,

CAREER,EMPLOYMENTPLACEMENT,

WELFAREGUIDANCE,GOALDOUBLE

STRUCTURE

65



2016

 

7OtemaeUniversityCELLJournalofEducationalStudiesNo

66


